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生産緑地の肥培管理に関する確約書
流山市長　様
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生産緑地法第１０条の２第１項の規定に基づく特定生産緑地の指定を受けようとする生産緑地地区は、土地区画整理事業施行区域内にあり、仮換地先の使用収益が開始していないため、営農ができません。
仮換地先の使用収益が開始したら、速やかに農地等として適切に肥培管理を行うことを確約いたします。
記
１　使用収益が開始されていない生産緑地地区の場所
流山市特定生産緑地指定申請書のとおり
印








